
三原村婚活支援事業補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、結婚について前向きに取り組む意欲のある希望者に対し、民間の結婚相談

所等の専門機関（以下「結婚相談所」という。）やインターネット等で利用されているマッチン

グアプリケーション（以下「マッチングアプリ」という。）への入会等を希望する者を対象とし

て、入会金、登録料及び婚活イベントへの参加費又は旅費等に掛かる経費の一部を予算の範囲

内において補助金を交付することにより、若い世代等の結婚に対する希望を叶えるとともに、

結婚から子育てまで一貫した「切れ目ない支援」を行うことで人口の維持確保に繋げていくこ

とを目的とする。 

（助成対象者） 

第２条 この要綱による補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当す

る者とする。 

（１）結婚に対して前向きに取り組む意欲のある２０歳以上３９歳以下の独身者 

（２）結婚相談所への入会、マッチングアプリへの登録又はイベント開催の時点において三原

村に住所を有する者であり、かつ、今後も三原村内に居住する意思のあるもの 

（３）村税等公共料金を滞納していない者 

（助成対象範囲） 

第３条 本事業の補助対象の範囲については、次のとおりとする。 

（１）入会金 

（２）登録料 

（３）月額会費 

（４）婚活イベント参加料 

（５）第１号から第３号までに係る結婚相談所の利用に係る交通費等経費 

（６）第４号に係る婚活イベント参加に必要となる交通費等経費 

２ 入会する結婚相談所及びマッチングアプリ（以下「結婚相談所等」という。）については、特

に指定しない。 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、１人につき年間６０，０００円を限度とする。ただし、前条第１項第１

号から第３号までの経費については、結婚相談所等へ現に支払った額又は１月につき１０，０

００円のいずれか少ない額とする。 

２ 令和６年度に限っては、年間３０，０００円を限度とする。 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、三原村婚活支援事業補

助金交付申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）に三原村婚活支援事業補助金交付に係

る調査同意書（様式第２号）及び領収書等必要な書類を添えて、村長に申請しなければならな

い。 

２ 前項の規定により申請をすることができる期間は、当該年度の３月 31日までとする。この場

合において、申請をすることができる経費は、申請日が属する年度内に支払ったものに限る。 

（補助金の交付決定） 

第６条 村長は、前条の規定により申請を受けたときは、申請書の内容及び領収書等の添付書類

を確認の上交付の可否を決定し、交付を可としたときは、速やかに申請者に対し三原村婚活支



援事業補助金交付決定通知書（様式第３号）により通知しなければならない。 

（補助金の交付） 

第７条 前条の規定により交付決定を受けた者は、三原村婚活支援事業補助金交付請求書（様式

第４号）により村長に補助金の交付を請求しなければならない。 

２ 村長は、前項の規定により交付請求を受けたときは、交付請求書の内容を確認の上、速やか

に請求者に対し補助金を交付しなければならない。 

（補助金の返還） 

第８条 村長は、第６条の規定により交付決定を受けた者が、偽りその他不正行為により補助金

を受けた事実が判明したときは、交付した補助金を返還させることができる。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。 

 

附 則 

 （施行期日等） 

１ この要綱は、公布の日から施行し、令和１０年３月３１日限り、その効力を失う。 

 （経過措置） 

２ 第 5 条第 2 項の規定により申請をすることができる経費は、前項の公布の日以後に発生した

経費を対象とする。 

 

 



様式第１号（第５条関係） 

 

三原村婚活支援事業補助金交付申請書 

 

  年  月  日 

 

三原村長        様 

 

申請者 住 所 三原村大字 

                            氏 名           ㊞ 

 

三原村婚活支援事業補助金交付要綱第５条第１項の規定により、関係書類を添えて下記のとお

り申請します。 

 

記 

 

１ 登録（参加）者     （住所） 三原村大字 

住所・氏名       （氏名）  

 

２ 登録（開催）日       年  月  日    

 

３ 登録（開催）先名称     

 

４ 登録（開催）期間      年  月  日から  年  月  日まで 

 

５ 支援内容      

区分 金額 備考 

入会費   円  

登録料   円  

会費   円  

イベント参加料   円  

交通費   

その他（        ）   円  

 

６ 村内居住の意思確認   当該支援を受けた後も本村に居住する意思   ある ・ ない 

 

７ 添付書類 

  ・同意書 

  ・領収書 

  ・会員証等入会を証明できるもの 

・本人確認書類（運転免許証又はマイナンバーカード等顔写真がついた証明書） 

・その他必要となる書類等 



様式第２号（第５条関係） 

 

三原村婚活支援事業補助金交付に係る調査同意書 

 

  年  月  日 

 

三原村長        様 

 

申請者 住 所 三原村大字 

                            氏 名           ㊞ 

 

三原村婚活支援事業補助金交付要綱第５条第１項の規定により、補助金の交付に当たり必要と

なる審査事項について調査されることに同意します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第６条関係） 

第    号 

 

 

三原村婚活支援事業補助金交付決定通知書 

 

 

  年  月  日 

 

申請者 住 所 三原村大字 

     氏 名  

     

 

三原村長           

 

 

三原村婚活支援事業補助金交付要綱第６条の規定により審査した結果、下記のとおり通知しま

す。 

 

 

記 

 

１ 審査結果     申請内容のとおり交付決定とする 

 

２ 交付決定額             円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第７条関係） 

 

三原村婚活支援事業補助金交付請求書 

 

  年  月  日 

 

三原村長        様 

 

申請者 住 所 三原村大字 

                            氏 名           ㊞ 

 

  年  月  日付け   第  号により交付決定となった当該事業につきまして、三原

村婚活支援事業補助金交付要綱第７条第１項の規定により下記のとおり請求します。 

 

 

記 

 

１ 請求金額            円 

 

２ 振込先 

（１）銀行名      

  （２）口座名義人    

（３）口座種別     

（４）口座番号     

 


